
 板橋区保育の必要性の認定に関する事務取扱要綱  

 

平成２７年３月２７日区長決定      

令和元年９月３０日区長決定 一部改正 

令和３年５月２７日子ども家庭部長決定 一部改正 

令和４年２月４日区長決定 一部改正 

令和５年１１月６日区長決定 一部改正 

（目的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）及び

東京都板橋区保育の必要性の認定に関する規則（平成２７年板橋区規則第２号。

以下「規則」という。）に基づく板橋区における保育の必要性の認定に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

（申請）  

第３条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教

育・保育給付認定申請書（別記第１号様式）を区長に提出しなければならない。

ただし、幼稚園及び認定こども園が実施する一時預かり事業を利用するため、教

育・保育給付認定を受けようとする満３歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、

教育・保育給付認定申請書（別記第１号様式の２）を区長に提出しなければなら

ない。 

２ 子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保

護者は、施設等利用給付認定申請書（別記第６号様式）を区長へ提出しなければ

ならない。 

３ 区長は，前２項の認定（以下「保育の必要性の認定」という。）を受けようとす

る小学校就学前子どもの保護者に対し、保育を必要とする事由に応じて，保育の

必要性の認定のための審査及び調査に必要な書類の提出を求める。 

（必要書類） 

第４条 前条に定める申請書（以下「保育の必要性の認定申請書」という。）には、

次の書類を添付しなければならない。 

（１）教育・保育給付認定を受けようとする者にあっては、利用者負担額の算定

のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、

これを省略することができるものとする。 

（２）法第３０条の４第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受

けようとする者にあっては、市町村民税非課税世帯（東京都板橋区児童福祉法

施行規則（昭和４０年板橋区規則第１２号）第１０条又は第１０条の２に基づ

く計算による市町村民税非課税世帯をいう。）であることを証明するために必要

な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略す

ることができるものとする。 

（３）保育を必要とする事由に応じて保育の必要性の認定のための審査及び調査

に必要な書類として区長が別に定める書類 

（調査及び審査） 

第５条 区長は、申請内容及び保育の必要性の認定に係る状況を把握するため、保育

の必要性の認定申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審



査を行う。 

（保育の必要性の認定） 

第６条 区長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第１９条第２号若しくは

第３号又は法第３０条の４第２号若しくは第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当すると認められるときは、認定種別に応じ、保育の必要性の認定を行うもの

とする。 

２ 区長は、教育・保育給付認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。 

（１）規則第３条第１号、第７号又は第８号に掲げる事由のいずれかに該当する場

合、次に掲げる認定 

ア １月において１２０時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講すること

を常態とするとき。 保育標準時間認定（１月当たり平均２７５時間まで、１

日当たり１１時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。） 

イ １月において１２０時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講すること

を常態とするとき。 保育短時間認定（１月当たり平均２００時間まで、１日

当たり８時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。） 

（２）規則第３条第２号又は第３号に掲げる事由のいずれかに該当するとき。 保

育標準時間認定 

（３）規則第３条第４号に掲げる事由に該当するとき。 保育標準認定又は保育短 

時間認定 

（４）規則第３条第５号又は第６号に掲げる事由に該当するとき。 保育標準時間

認定 

（５）規則第３条第９号又は第１０号に掲げる事由のいずれかに該当するとき。 

保育標準時間認定 

（６）規則第３条第１１号に掲げる事由に該当するとき。 保育標準時間認定 

（７）規則第３条第１２号に掲げる事由に該当するとき。 前各号に掲げる区分に

準じ、その自由を勘案して区長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のい

ずれかの区分を認定する。 

（教育・保育給付認定の結果の通知等） 

第７条 区長は、教育・保育給付認定を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給

付費等支給認定通知書（別記第２号様式 以下「支給認定通知書」という。）を申

請者に交付するものとする。 

２ 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」

という。）を経由して教育・保育給付認定申請書が提出された場合における支給認

定通知書の交付は、申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うこ

とができる。 

３ 区長は、教育・保育給付認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは、

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書（別記第３号様式）に理

由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。 

４ 区長は、教育・保育給付認定申請の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域

型保育給付費等支給認定取消通知書（別記第４号様式）により申請者に通知する

ものとする。 

５ 区長は、教育・保育給付認定申請に対する処分の延期を行ったときは、施設型給

付費・地域型保育給付費等支給認定遅延通知書（別記第５号様式）により申請者

に通知するものとする。 



（施設等利用給付認定の結果の通知等） 

第８条 区長は、子育てのための施設等利用給付認定を行ったときは、子育てのため

の施設等利用給付認定通知書（別記第７号様式）を申請者に交付するものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者を経由して保育の必要性の認定申請書が提出され

た場合における施設等利用給付認定通知書の交付は、申請の際に経由した特定子

ども・子育て支援提供者を経由して行うことができる。 

３ 区長は、施設等利用給付認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは、

施設等利用給付認定却下通知書（別記第８号様式）に理由を付して、その旨を申

請者に通知するものとする。 

４ 区長は、施設等利用給付認定申請の取り消しを行ったときは、施設等利用給付認

定取消通知書（別記第９号様式）により申請者に通知するものとする。 

５ 区長は、施設等利用給付認定申請に対する処分の延期を行ったときは、施設等利

用給付認定遅延通知書（別記第１０号様式）により申請者に通知するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。 

 

付 則 

 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後に保育を受ける小学校 

就学前子どもの支給認定について適用する。 

 

（準備行為） 

２ この要綱を施行するために必要な認定その他の準備行為は、この要綱の施行日 

前においても行うことができる。 

 

付 則 

 

この一部改正の要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

付 則 

 

１ この一部改正の要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の板橋区保育の必要性に関する事

務取扱要綱に基づいて作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

３ この要綱を施行するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前において

も行うことができる。 

 

   付 則 

 

 この一部改正の要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

 



   付 則 

１ この一部改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正前のこの要綱に基づいて作成された様式の用紙で、現に現存するものにつ 

いては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

３ この要綱を施行するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前において 

も行うことができる。 

 

付 則 

１ この一部改正は、区長決定の日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。 

２ この一部改正の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式により使用さ

れている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

 

 
  



第 1号様式（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号様式の２（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式(第７条関係)  

第      号 

   年 月 日 

 

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定通知書 
 

 

            様 

 

 板橋区長              

 

 

施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る教育・保育給付認定申請について、次の

とおり教育・保育給付認定を行ったことを証明します。 

 
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

支 給 認定 区分 
 

保 育 の必 要性 

の事由 

 

保 育 必 要 量 
 

有 効 期 間 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 



第３号様式(第７条関係)  

第      号 

   年 月 日 

 

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長       

 

 

施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る教育・保育給付認定申請について、次の

とおり却下しましたので通知します。 

 
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

支 給 認定 区分 
 

保 育 の必 要性 

の事由 

 

保 育 必 要 量 
 

有 効 期 間 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 



第４号様式(第７条関係)  

第      号 

   年 月 日 

 

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書 
 

 

            様 

 

  

板橋区長              

 

施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る教育・保育給付認定申請について、次の

とおり教育・保育給付認定を取り消ししましたので通知します。 

 
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

支 給 認定 区分 
 

保 育 の必 要性 

の事由 

 

保 育 必 要 量 
 

有 効 期 間 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 



第５号様式(第７条関係)  

第      号 

   年 月 日 

 

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定遅延通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長              

 

 

施設型給付費・地域型保育給付費の支給に係る教育・保育給付認定申請について、現在

審査中ですので    年  月  日までお待ちください。 

 
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

支 給 認定 区分 
 

保 育 の必 要性 

の事由 

 

保 育 必 要 量 
 

有 効 期 間 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 



第６号様式（第３条関係） 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



第７号様式（第８条関係） 
第      号 

   年 月 日 

 

施設等利用給付認定通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長              

 

 

 先に申請のありました子育てのための施設等利用給付認定について、次のとおり決定

しましたので通知します。          
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

 

決 定 年 月 日 

 

認 定 区 分 
 

保育の必要性 

の事由 

 

有 効 期 間 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 



第８号様式（第８条関係） 

 
第      号 

   年 月 日 

 

施設等利用給付認定却下通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長              

 

 

 先に申請のありました子育てのための施設等利用給付認定について、次のとおり却下

しましたので通知します。          
記 

 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

 

 

却下の理由 

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 

 

 

 

 

 



第９号様式（第８条関係） 
第      号 

   年 月 日 

施設等利用給付認定取消通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長              

 

 

子育てのための施設等利用給付認定について、次のとおり取消しましたので通知します。

            
記 

 

支給認定証番号 
 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

認 定 区 分 
 

保 育 の必 要性 

の事由 

 

有 効 期 間 
 

取 消 理 由 
 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 

 



第１０号様式（第８条関係） 
第      号 

   年 月 日 

 

施設等利用給付認定遅延通知書 
 

 

            様 

 

板橋区長              

 

 

子育てのための施設等利用給付認定について、現在審査中ですので  

    年  月  日までお待ちください。 

 
記 

 

保

護

者 

氏 名 
 

  

生 年 月 日 
 

住 所 〒 

 

 

子

ど

も 

氏 名 
 

生 年 月 日 
 

延期理由  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があつたことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、板橋区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があつたことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、板橋区を被告として（訴訟において板橋区を代表する者は板橋

区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請

求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求

に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすること

や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、

上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日

の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴え

を提起することが認められる場合があります。 

 

 
 


